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令
和
元
年
度
分
の
国
民
年
金
保
険
料
の 

免
除
・
納
付
猶
予
申
請
の
手
続
き
は
７
月
か
ら

　
平
成
30
年
度
分
の
国
民
年

金
保
険
料
の
免
除
・
納
付
猶

予
を
承
認
さ
れ
て
い
る
方
の

承
認
期
間
は
令
和
元
年
６
月

ま
で
で
す
。

　
令
和
元
年
度
分
も
保
険
料

の
免
除
・
納
付
猶
予
を
希
望

す
る
方
、
新
た
に
希
望
す
る

方
は
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

◆�

継
続
申
請
を
希
望
し
た
方

　
令
和
元
年
６
月
ま
で
（
平

成
30
年
度
分
）
全
額
免
除
・

納
付
猶
予
を
承
認
さ
れ
て
い

て
、
申
請
時
に
翌
年
度
以
降

の
「
継
続
申
請
」
を
希
望
し

た
方
は
、
申
請
を
し
な
く
て

も
自
動
的
に
審
査
し
、
結
果

が
日
本
年
金
機
構
か
ら
７
月

末
以
降
、
順
次
送
付
さ
れ
る

予
定
で
す
。

※�

希
望
し
た
方
で
も
失
業
等

の
理
由
で
承
認
さ
れ
た
方�

や
４
分
の
３
免
除
、
半
額

免
除
お
よ
び
４
分
の
１
免�

除
が
承
認
さ
れ
て
い
る
方�

は
申
請
が
必
要
で
す
。

①�

免
除
制
度

　
本
人
、
配
偶
者
お
よ
び
世

帯
主
そ
れ
ぞ
れ
の
審
査
対
象

と
な
る
所
得
（
表
１
参
照
）

が
一
定
額
以
下
（
表
２
参

照
）
で
あ
れ
ば
申
請
す
る
こ

と
が
で
き
、
承
認
さ
れ
る
と�

全
額
免
除
や
一
部
免
除
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。�

一
部
免
除
は
、
４
分
の
３
免�

除
、
半
額
免
除
お
よ
び
４
分

の
１
免
除
が
あ
り
ま
す
。

受�

給
資
格
期
間
　
老
齢
・
障

害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
に
含
ま
れ
ま�

す
。

年�

金
額
の
計
算
　
定
め
ら
れ�

た
率
で
減
額
さ
れ
た
金
額�

が
計
算
さ
れ
ま
す
。

②�

納
付
猶
予
制
度

　
学
生
を
除
く
50
歳
未
満
の

方
で
、
本
人
、
配
偶
者
そ
れ

ぞ
れ
の
審
査
対
象
と
な
る
所

得
（
表
１
参
照
）
が
一
定
額

以
下
（
表
２
参
照
）
で
あ
れ

ば
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
、

承
認
さ
れ
る
と
納
付
猶
予
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

受�

給
資
格
期
間
　
老
齢
・
障

害
・
遺
族
基
礎
年
金
の
受

給
資
格
期
間
に
含
ま
れ

ま
す
。

年�

金
額
の
計
算
　
老
齢
基
礎

年
金
額
に
計
算
さ
れ
ま
せ�

ん
。

◆�

失
業
を
理
由
と
す
る
方

　
退
職
（
失
業
）
し
た
月
（
末

日
退
職
の
場
合
は
翌
月
）
か

ら
退
職
し
た
年
の
翌
々
年
の

６
月
ま
で
の
期
間
に
限
り
、

退
職
者
本
人
の
所
得
を
除
外

し
て
審
査
す
る
特
例
免
除
制

度
が
あ
り
ま
す
の
で
、
雇
用

保
険
受
給
資
格
者
証
・
離
職

票
等
の
失
業
し
て
い
る
こ
と

を
確
認
で
き
る
公
的
機
関
の

証
明
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

◆�

申
請
手
続
き
に必

要
な
も
の

　
年
金
手
帳
ま
た
は
基
礎
年

金
番
号
が
分
か
る
納
付
書

等
、
世
帯
主
の
認
め
印
（
本

人
が
署
名
す
る
場
合
は
不

要
）、
本
人
確
認
書
類
（
自

動
車
運
転
免
許
証
等
）、
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
・
離

職
票
等
の
失
業
し
て
い
る
こ

と
を
確
認
で
き
る
公
的
機
関

の
証
明
の
写
し
（
失
業
を
理

由
と
し
た
特
例
免
除
制
度
の

場
合
）

◆
手�

続
き
場
所
・問

い
合
わ
せ
　

市
保
険
年
金
課
国
民
年

金
係
（
市
役
所
１
階
）、

青
梅
年
金
事
務
所
☎
30
・

３
４
１
０

表１　

表２　

所得�
区分

令和元年度住民税課税所得
（平成３０年中の所得から算出）

自己�
負担の�
割合

一般
同じ世帯の後期高齢者医療
被保険者全員がいずれも
１４５万円未満の場合

１割

現役�
並み�
所得

同じ世帯の後期高齢者医療被
保険者の中に１４５万円以上
の方がいる場合

３割

後期高齢者
医療保険�
被保険者数

収入判定基準�
（平成３０年中の収入で判定）

世帯に１人

収入額が３８３万円未満
※�３８３万円以上でも、同世帯に
他の医療保険制度に加入の７０
～７４歳の方がいる場合は、そ
の方と被保険者の収入合計額が
５２０万円未満

世帯に複数 収入合計額が５２０万円未満

表２

表１

■
納
税
通
知
書
を

７
月
初
旬
に
送
付
し
ま
す

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
に

加
入
し
て
い
る
世
帯
の
世
帯
主

へ
、
令
和
元
年
度
国
民
健
康
保

険
税
納
税
通
知
書
を
７
月
初
旬

に
送
付
し
ま
す
。

■
令
和
元
年
度
の�

国
民
健
康
保
険
税

　
元
年
度
の
税
率
等
は
表
１
の

と
お
り
で
す
。

　
国
保
事
業
の
安
定
的
な
運
営

を
図
る
た
め
、
納
税
通
知
書
の

納
期
限
を
確
認
の
う
え
、
国
民

健
康
保
険
税
（
保
険
税
）
の
期

限
内
の
納
付
に
ご
理
解
と
ご
協

力
を
お
願
い
し
ま
す
。
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
も
納
付
で

き
ま
す
。

■
均
等
割
額
の
軽
減

　
平
成
30
年
中
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
世
帯
を
対
象
に
、
保

険
税
の
一
部
（
被
保
険
者
均
等

割
額
）を
減
額
す
る
制
度
で
す
。

（
表
２
参
照
）

　
世
帯
主
（
国
保
加
入
者
で
な

い
世
帯
主
も
含
む
）
お
よ
び
国

保
の
加
入
者
全
員
が
住
民
税
の�

所
得
申
告
を
済
ま
せ
て
い
る

世
帯
に
限
ら
れ
ま

す
の
で
、
所
得
が

な
い
方
（
被
扶
養

者
と
し
て
申
告
さ

れ
て
い
る
方
を
除

く
）
も
必
ず
申
告

し
て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
軽
減
を

受
け
る
た
め
に
申

請
な
ど
の
手
続
き

は
必
要
あ
り
ま
せ

ん
。
軽
減
割
合
は

所
得
に
応
じ
て
、

７
割
・
５
割
・
２

割
と
な
り
ま
す
。

■
非
自
発
的
失
業
者
の

保
険
税
の
軽
減
制
度

対�

象
　
次
の
要
件
を
す
べ
て
満

た
し
失
業
等
給
付
を
受
け
る�

方
①�

離
職
日
が
平
成
21
年
３
月
31

日
以
降
で
あ
る
方

②�
離
職
日
に
65
歳
未
満
の
方

③�

「
雇
用
保
険
受
給
者
証
」
に

記
載
さ
れ
る
離
職
理
由
が
次�

の
い
ず
れ
か
の
方

▽�

特
定
受
給
資
格
者
（
倒
産
・

解
雇
な
ど
の
事
業
主
の
都
合�

に
よ
り
離
職
し
た
方
）【
離

職
理
由
コ
ー
ド
…
11
、
12
、

21
、
22
、
31
、
32
】

▽�

特
定
理
由
離
職
者
（
雇
用
期

間
満
了
な
ど
に
よ
り
離
職
し�

た
方
）【
離
職
理
由
コ
ー
ド

…
23
、
33
、
34
】

軽�

減
額
　
前
年
の
給
与
所
得
の

100
分
の
30

軽�

減
期
間
　
離
職
日
の
翌
日
～

翌
年
度
末

※�

雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を

受
け
る
期
間
と
は
異
な
り
ま�

す
。

※�

国
保
加
入
中
は
軽
減
期
間
中

に
就
職
し
て
も
引
き
続
き
対

象
と
な
り
ま
す
が
、
他
の
健

康
保
険
に
加
入
す
る
等
、
国

保
を
脱
退
す
る
と
終
了
し
ま

す
。

※�

資
格
喪
失
後
、
再
び
国
保
に

加
入
し
た
方
は
、
軽
減
期
間

内
で
あ
れ
ば
再
度
対
象
と�

な
り
ま
す
の
で
手
続
き
を
し�

て
く
だ
さ
い
。

手�

続
き
方
法
　
雇
用
保
険
受
給

資
格
者
証
、
保
険
証
、
世
帯

主
の
認
め
印
、
個
人
番
号
が

分
か
る
も
の
を
お
持
ち
の
う�

え
、
保
険
年
金
課
（
市
役
所

１
階
）へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

■
保
険
税
の
納
付
は

便
利
な
口
座
振
替
で

　
口
座
振
替
は
、
自
動
的
に
納

税
が
で
き
、
納
め
忘
れ
が
な
く

便
利
で
す
。
希
望
す
る
方
は
、

口
座
名
義
人
の
預
貯
金
通
帳
、

通
帳
の
届
け
出
印
、
納
税
通
知

書
を
お
持
ち
の
う
え
、
市
内
の

取
り
扱
い
金
融
機
関
ま
た
は
収

納
課
（
市
役
所
１
階
）
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
市
外
の

取
り
扱
い
金
融
機
関
に
申
し
込

む
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
収
納

課
で
口
座
振
替
依
頼
書
を
受
け

取
り
、
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

■
保
険
税
を
滞
納
す
る
と

　
納
期
限
を
過
ぎ
て
も
納
付
が

な
い
場
合
は
督
促
を
行
い
ま

す
。
ま
た
、
納
期
限
か
ら
一
定

の
期
間
が
経
過
す
る
と
、
延
滞

金
が
加
算
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
で

も
納
付
が
な
い
場
合
、
通
常
の

保
険
証
の
代
わ
り
に
、
有
効
期

限
の
短
い「
短
期
被
保
険
者
証
」

や
医
療
費
が
全
額
自
己
負
担
に

な
る「
被
保
険
者
資
格
証
明
書
」

が
交
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
財
産
の
差
し
押
さ

え
な
ど
、
滞
納
処
分
を
受
け
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

世 帯 全 体
の 所 得 が
３３万円以
下

世 帯 全 体 の 所 得 が
３３万円＋〈（国保加
入者数＋特定同一世帯
所属者数）×２８万円〉
以下

世 帯 全 体 の 所 得 が
３３万円＋〈（国保加
入者数＋特定同一世帯
所属者数）×５１万円〉
以下

※�特定同一世帯所属者数…国保に加入していた方が７５歳に
なり、後期高齢者医療制度に移行したあとも７５歳未満の
方で引き続き国保加入者がいる世帯の場合は移行した後期
高齢者医療制度加入者数をいいます。

表２　令和元年度軽減対象世帯

区分 医療分 支援金分 介護分

所得割率 ５.７０％ １.８０％ １.６５％

被保険者均等割額 ２６,６００円 ９，６００円 ９,８００円

課税限度額 ６１０,０００円 １９０,０００円 １６０,０００円

表１　令和元年度の税率等

■
納
付
が
困
難
な
方
は

ご
相
談
く
だ
さ
い

　
保
険
税
の
納
付
が
困
難
に

な
っ
た
場
合
は
必
ず
収
納
課
へ

ご
相
談
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
災

害
や
そ
の
他
特
別
な
事
情
に
よ

り
納
付
が
著
し
く
困
難
な
場
合

は
、
減
免
対
象
と
な
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
詳
細
は
、
保
険
年

金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

問�

い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課
資

格
賦
課
係

令
和
元
年
度
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を

７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す

　
支
払
い
金
額
と
納
付
方
法

や
納
期
限
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
ま
す
。
お
手
元
に
届
き

ま
し
た
ら
、
内
容
を
ご
確
認

く
だ
さ
い
。

一
部
負
担
金
（
自
己
負
担
）

の
割
合
が
変
わ
る
方
に
は�

８
月
１
日
ま
で
に
新
し
い
後

期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

を
送
付
し
ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の

自
己
負
担
の
割
合
は
、
毎
年

８
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て

前
年
中
の
所
得
お
よ
び
収
入

に
よ
り
判
定
し
て
い
ま
す
。

　
自
己
負
担
の
割
合
（
表
１

参
照
）
が
変
更
に
な
る
方
に

は
、
新
し
い
保
険
証
を
簡
易

書
留
・
転
送
不
要
郵
便
で
７

月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
お

手
元
に
届
き
ま
し
た
ら
、
記

載
内
容
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
現
在
お
持
ち
の
保
険
証

は
、
８
月
以
降
、
保
険
年
金

課
に
返
信
用
封
筒
で
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
自
己
負
担
の
割
合

が
変
わ
ら
な
い
方
は
、
現
在

お
持
ち
の
保
険
証（
青
竹
色
）

を
そ
の
ま
ま
お
使
い
く
だ
さ

い
。

３
割
負
担
か
ら
１
割
負
担
に

変
更
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま

す（
基
準
収
入
額
適
用
申
請
）

　
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
方

に
は
、
基
準
収
入
額
適
用
申

請
書
を
送
付
し
て
い
ま
す
。

収
入
金
額
を
証
明
で
き
る
書

類（
確
定
申
告
書
の
写
し
等
）

を
添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　
手
続
き
の
際
は
、
本
人

確
認
書
類
（
運
転
免
許
証

等
、
パ
ス
ポ
ー
ト
、
個
人
番

号
カ
ー
ド
等
）
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
（
個
人
番
号
）
が
確
認

で
き
る
書
類
（
通
知
カ
ー
ド

や
個
人
番
号
カ
ー
ド
等
）
の

提
示
が
必
要
で
す
。

※�

収
入
額
が
表
２
の
基
準
額

を
超
え
る
方
は
該
当
し
ま�

せ
ん
。

負
担
割
合
が
１
割
の
方
へ
　�

　
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
（
減
額
認
定

証
）
の
更
新
は
８
月
１
日
で

す
。
現
在
お
持
ち
の
減
額
認

定
証
の
有
効
期
限
は
、
平
成

31
年
７
月
31
日
ま
た
は
令
和

元
年
７
月
31
日
で
す
。
す
で

に
交
付
さ
れ
て
い
て
、
世
帯

全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

方
に
は
、
新
し
い
減
額
認

定
証
を
７
月
下
旬
に
送
付

し
ま
す
の
で
改
め
て
申
請

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
減
額
認
定
証
を
医
療
機
関

に
提
示
す
る
と
、
保
険
適
用

の
医
療
費
の
自
己
負
担
限
度

額
と
入
院
時
の
食
費
が
減
額

さ
れ
ま
す
。
世
帯
全
員
が
住

民
税
非
課
税
の
申
告
を
済
ま

せ
て
い
て
、
ま
だ
お
持
ち
で

な
い
方
は
、
保
険
年
金
課
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

負
担
割
合
が
３
割
の
方
へ
　�

　
限
度
額
適
用
認
定
証
（
限

度
額
認
定
証
）
の
更
新
は
８

月
１
日
で
す
。
現
在
お
持
ち

の
限
度
額
認
定
証
の
有
効
期

限
は
、
平
成
31
年
７
月
31
日

ま
た
は
令
和
元
年
７
月
31
日

で
す
。
す
で
に
交
付
さ
れ
て

い
て
、
令
和
元
年
度
住
民
税

課
税
所
得
が
690
万
円
未
満
で

あ
る
被
保
険
者
お
よ
び
そ
の

被
保
険
者
と
同
じ
世
帯
に
い

る
被
保
険
者
に
は
、
新
し
い

限
度
額
認
定
証
を
７
月
下
旬

に
送
付
し
ま
す
の
で
改
め
て

申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。

　
医
療
機
関
に
提
示
す
る

と
、
保
険
適
用
の
医
療
費
の

自
己
負
担
限
度
額
が
適
用
さ

れ
ま
す
。
令
和
元
年
度
住
民

税
課
税
所
得
が
690
万
円
未
満

で
あ
る
被
保
険
者
お
よ
び
そ

の
被
保
険
者
と
同
じ
世
帯
に

い
る
被
保
険
者
で
、
ま
だ
お

持
ち
で
な
い
方
は
、
保
険
年

金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

問
い
合
わ
せ
　
保
険
年
金
課

後
期
高
齢
者
医
療
係

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
の 

保
険
料
額
通
知
・
保
険
証
の
負
担
割
合

国
民
健
康
保
険
を
支
え
て
い
る
の
は 

皆
さ
ん
の
保
険
税
で
す

年度
免除・納付猶予を�
受けたい期間

審査対象�
となる所得

令和元 元年７月～２年６月 平成３０年中

※�申請時点から２年１か月前までの期間（すでに
保険料が納付済みの月を除く）について申請で
きます。

免除等の種類
所得の目安 一部�

納付額
（月額）単身

２人�
世帯※

４人�
世帯※

全額免除・納
付猶予

５７万円 ９２万円 １６２万円� －

４分の３免除 ９３万円 １４２万円 ２３０万円 ４,１００円�

半額免除 １４１万円 １９５万円 ２８２万円 ８，２１０円

４分の１免除 １８９万円２４７万円 ３３５万円１２,３１０円�

※�２人世帯は、夫婦のみで、夫婦のいずれかに所得
がある場合
※�４人世帯は、夫婦と子２人の場合で、夫婦のいず
れかに所得があり、子は１６歳未満の場合

保険・年金・税金


